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(57)【要約】
【課題】記憶領域の圧迫を抑えながらも、プレビュー画
像を高速に表示する。
【解決手段】　ユーザーの認証を通してログインを行う
ログイン手段１０１と、ログインの際、認証されたユー
ザーに関連づけて保存されてあるファイルのプレビュー
画像を生成して保存するプレビュー画像保存手段１０２
と、プレビュー操作に応じ、対象のファイルのプレビュ
ー画像を表示するプレビュー画像表示手段１０３と、を
備えた構成とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの認証を通してログインを行うログイン手段と、
　前記ログインの際、認証されたユーザーに関連づけて保存されてあるファイルのプレビ
ュー画像を生成し、保存するプレビュー画像保存手段と、
　プレビュー操作に応じ、対象のファイルのプレビュー画像を表示するプレビュー画像表
示手段と、を備える
　ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記ログインが解除されたときに、前記ログインの際に保存されたプレビュー画像を削
除するプレビュー画像削除手段と、を備える
　ことを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記プレビュー画像生成手段は、
　前記ユーザーに関連づけて保存されてあるファイルのうち、新たに保存されたものから
順にプレビュー画像を生成する
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　コンピュータを、
　ユーザーの認証を通してログインを行うログイン手段、
　前記ログインの際、認証されたユーザーに関連づけて保存されてあるファイルのプレビ
ュー画像を生成し、保存するプレビュー画像保存手段、及び
　プレビュー操作に応じ、対象のファイルのプレビュー画像を表示するプレビュー画像表
示手段、として機能させる
　ことを特徴とする画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレビュー表示を可能とする画像形成装置及び画像処理プログラムに関し、
より詳しくは、プレビュー画像の生成タイミングに特徴を有する画像形成装置及び画像処
理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、画像形成装置においては、ユーザーごとに画像や文書を保存させておくこと
ができる、いわゆるユーザーボックスが知られている。
　ユーザーボックスは、ログイン中のユーザーが利用できる機能である。
　また、ユーザーボックスの付加機能としてプレビュー機能が知られている。
　プレビュー機能によれば、ユーザーボックスに保存されてあるファイルの画像イメージ
を、ファイルを開くことなく確認することができる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２０８４４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、プレビューに用いられるサムネイル等のプレビュー画像は、基となるフ
ァイルを保存する際、又は、プレビューが求められた際、のいずれかのタイミングで生成
が行われていたため、以下の問題があった。
　前者の場合、基のファイルを保存した時からサムネイル画像が保存されるため、記憶領
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域を慢性的に圧迫する問題があった。
　ユーザーボックスが複数ある場合、ボックス数に応じてファイル数が累積的に増えるた
め、問題が甚大となることも懸念されていた。
　後者の場合、プレビュー操作があってからサムネイル画像を生成し始めるため、ユーザ
ーがすぐにプレビュー画像を閲覧できない場合があった。
　ユーザーボックス内に多数のファイルがある場合には、この傾向が強くなり、プレビュ
ー機能の本来の役割を十分に発揮できない場合があった。
【０００５】
　本発明は、上記の事情に鑑みなされたものであり、ユーザーがログインしたタイミング
でプレビュー画像を生成・保存してログイン中の表示を可能とし、ログオフのタイミング
でサムネイル画像を削除する画像形成装置及び画像処理プログラムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため本発明の画像形成装置は、ユーザーの認証を通してログインを
行うログイン手段と、ログインの際、認証されたユーザーに関連づけて保存されてあるフ
ァイルのプレビュー画像を生成して保存するプレビュー画像保存手段と、プレビュー操作
に応じ、対象のファイルのプレビュー画像を表示するプレビュー画像表示手段と、を備え
た構成にしてある。
【０００７】
　また、本発明の画像処理プログラムは、コンピュータを、ユーザーの認証を通してログ
インを行うログイン手段、ログインの際、認証されたユーザーに関連づけて保存されてあ
るファイルのプレビュー画像を生成して保存するプレビュー画像保存手段、及び、プレビ
ュー操作に応じ、対象のファイルのプレビュー画像を表示するプレビュー画像表示手段、
として機能させるようにしてある。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、記憶領域の圧迫を抑えながらも、プレビュー画像を高速に表示するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る制御部の機能ブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る画像処理方法を示すフローチャートである。
【図４】ユーザーボックスの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の画像形成装置について説明する。
　ここでは、本発明の画像形成装置の一実施形態として、コピー機能、スキャナ機能、プ
リント機能、通信機能等を備えたＭＦＰ（Multifunction　Peripheral）を例に挙げて説
明する。
　図１に示すように、ＭＦＰ１は、主に、装置全体の制御及び各種演算処理を行うＣＰＵ
（Central　Processing　Unit）１０、プログラムやデータを記憶するためのＲＯＭ（Rea
d　Only　Memory）１１、作業領域として一時的にプログラムやデータを記憶するための
ＲＡＭ（Random　Access　Memory）１２、ユーザー単位又はグループ単位でファイルの保
存・蓄積が可能なユーザーボックスの領域を有するハードディスクドライブ（ＨＤＤ２０
）、各種情報の表示および各種指示の入力に使用される操作表示部３０、図示しない原稿
台にセットされた原稿等を読み取るスキャナ４０、既知の電子写真式プロセス等を用いて
記録媒体上に印刷する印刷エンジン５０、及び、ホストコンピュータ２との間でネットワ
ーク９０を介したデータ通信を可能とする通信インターフェース６０から構成され、これ
らがＩ／Ｆ（バス・インターフェース）７０を介して相互に接続されている。
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【００１１】
　制御部１００は、主に、ＣＰＵ１０、ＲＯＭ１１、ＲＡＭ１２等により構成され、上記
各機能を実施する上で必要な動作を自ら行い、又は、他の構成部に動作させる制御を行う
。
　特に、本実施形態の制御部１００は、ユーザーボックスに保存されてあるファイルのプ
レビューに関する以下の画像処理制御を行う。
【００１２】
　図２は、本実施形態に係る制御部の機能ブロック図である。
　図２に示すように、制御部１００は、ログイン手段１０１、プレビュー画像保存手段１
０２、プレビュー画像表示手段１０３、及び、プレビュー画像削除手段１０４を、機能ブ
ロックとして備える。
【００１３】
　ログイン手段１０１は、ユーザーの認証を通してログインを行う。
　例えば、ユーザーが自身のユーザーＩＤとパスワード等の認証情報を入力すると予め保
存させてある登録情報との照合を行い、認証されるとログインを成立させる。
　ログインが成立すると、ＭＦＰ１が有する機能に関し一定の使用権限がユーザーに与え
られる。ユーザーボックスは、そのうちの一機能である。
　具体的には、ユーザーＩＤに関連づけられたユーザーボックスに所望のファイルを保存
し、また、過去にユーザーボックスに保存したファイルにアクセスできるようになる。
【００１４】
　図４は、ユーザーボックスの一例を示した図である。
　図４に示すように、例えば、ユーザーは、自身のユーザーボックス内に任意のファイル
を保存し（文書保存）、また、自身のユーザーボックス内のファイルを選択して、プレビ
ュー、印刷することができる。
　なお、ユーザーボックスは、個人に関連づけられるだけでなく、複数人からなるグルー
プを１ユーザーとしたグループに関連づけられたものであっても良い。
　例えば、部門単位でＩＤを付与して部門ごとにＭＦＰ１の使用管理を行うような場合に
は、部門ＩＤに関連づけたユーザーボックスを設け、これを部門に属する複数のユーザー
が共用することもできる。
【００１５】
　プレビュー画像保存手段１０２は、ログインの際、認証されたユーザーに関連づけて保
存されてあるファイルのプレビュー画像を生成し、保存する。
　すなわち、ログインのタイミングで、自身のユーザーボックスに保存されてあるファイ
ルにアクセスしてサムネイル画像を生成し、これをＨＤＤ２０に保存する処理を自動的に
行う。
　図４の場合、「０００１」～「０００３」の各ファイルのプレビュー画像が生成され、
ファイルに紐付けて保存される。
　なお、サムネイル画像は、画素の間引き等、既知の手法を用いて生成することができる
。
【００１６】
　プレビュー画像表示手段１０３は、プレビュー操作に応じ、対象のファイルのプレビュ
ー画像を表示する。
　例えば、図４に示すように、ファイル「０００１」を選択し、「プレビュー」を選択し
た場合には、ファイル「０００１」のサムネイル画像を操作表示部３０に表示する。
【００１７】
　このように、プレビューに用いられるサムネイル画像は、ログイン時から生成・保存す
るようにしているため、ログイン後のあるタイミングでユーザーからプレビュー表示の要
求操作が行われたときには、すぐに対象のサムネイル画像を取りだして表示することがで
きる。
【００１８】
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　また、サムネイル画像は、ユーザーに関連づけて保存されてあるファイルのうち、新た
に保存されたものから順に生成する。
　例えば、図４の例の場合、「０００２」（１２月保存）→「０００３」（１１月保存）
→「０００１」（１０月保存）の順にサムネイル画像を生成する。
　一般に、ファイルが新しいほど利用可能性が高いことに着目し、プレビュー要求が見込
まれる順番に、サムネイル画像の生成の順番を整合させたものである。
　このようにすると、対象のサムネイル画像をより的確にかつ高速に表示することができ
る。
　例えば、ファイル数が多く、すべてのサムネイル画像の生成に時間を要する場合に特に
効果を奏する。
【００１９】
　プレビュー画像削除手段１０４は、ログインが解除されたときに、そのログインの際に
保存されたプレビュー画像を削除する。
　すなわち、ユーザーボックス内の各ファイルについて生成したサムネイル画像をログオ
フ時に全て消去するものである。例えば、図４の場合、「０００１」～「０００３」につ
いてのプレビュー画像がログオフ時にすべてＨＤＤ２０から削除されることとなる。
　このようにすると、サムネイル画像が長期にわたって記憶領域を圧迫する問題を解消す
ることができる。
　なお、ログオフは、ユーザー操作により手動で、又は、電源オフ時、あるいはリセット
時等に自動で実行することができる。
【００２０】
　本発明の一実施形態に係る画像処理方法について説明する。
　図３は、本実施形態の画像処理方法を説明するためのフローチャートである。
　まず、ユーザー認証を通してログインが行われる（Ｓ１）。
　次に、ログインしたユーザーと関連するユーザーボックスに画像ファイルがあるかどう
かを判断する（Ｓ２）。
　ユーザーボックスは、個人に関連づけたものの他、複数人からなるグループに関連づけ
られたものであっても良い。
【００２１】
　ユーザーボックス内に画像ファイルがある場合（Ｓ２：ＹＥＳ）、プレビュー画像保存
手段１０２は、サムネイル画像を生成し、これを保存する（Ｓ３）。
　すなわち、ログインが行われたタイミングでサムネイル画像を生成し、これを保存する
。
　なお、サムネイル画像は、新規なファイルから順次生成するようにして、ユーザーの動
向に合わせることもできる。
　これにより、プレビュー画像の表示が可能となる。
　そして、ログオフされた場合、プレビュー画像削除手段１０４は、サムネイル画像を削
除する（Ｓ５）。
　すなわち、ログイン中においてのみサムネイル画像を保存するものである。
　なお、ユーザーボックスに画像ファイルがない場合（Ｓ２：ＮＯ）、プレビュー表示の
必要性はないため、Ｓ３～Ｓ５の処理は行わずに終了する。
【００２２】
　以上のように、本実施形態に係る画像形成装置（ＭＦＰ１）によれば、ログインが行わ
れたタイミングでサムネイル画像を生成するようにしているため、ログイン中にプレビュ
ー表示が要求されたときに即座にこれを実行することができる。
　また、ログインが行われるまではサムネイル画像を生成しないうえ、ログオフが行われ
たタイミングでそれまでに生成したサムネイル画像を削除するようにしている。
　このため、ログイン中のプレビュー表示を円滑に行いつつも、サムネイル画像が長期に
わたって記憶領域を圧迫する問題を解消することができる。
　また、ユーザーボックスが複数ある場合でも、ある一人のユーザーがログインしたとき
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にそのユーザーのユーザーボックスに保存されているファイルだけがサムネイル画像とし
て生成される。このため、対象のサムネイル画像の数を極力抑えることができ、記憶領域
を圧迫する問題を根本的に解消することができる。
【００２３】
（画像処理プログラム）
　次に、画像プログラムについて説明する。
　上記実施形態におけるコンピュータ（ＭＦＰ１）のログイン機能、プレビュー画像保存
機能、プレビュー画像表示機能、プレビュー画像削除機能等は、記憶手段（例えば、ＲＯ
Ｍ１１等）に記憶された画像処理プログラムにより実現される。
　画像処理プログラムは、コンピュータのＣＰＵ１０に読み込まれることにより、コンピ
ュータの構成各部に指令を送り、上述の画像処理方法を実施する。
　これによって、前記各機能は、ソフトウェアである画像処理プログラムとハードウェア
資源であるコンピュータ（ＭＦＰ１）の各構成手段とが協働することにより実現される。
【００２４】
　なお、上記各機能を実現するための画像処理プログラムは、コンピュータのＲＯＭ１１
等に記憶される他、コンピュータが読み取り可能な記録媒体、例えば、外部記憶装置及び
可搬記録媒体に記憶することができる。
　外部記憶装置とは、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact　disc－Read　Only　Memory）等の記録媒
体を内蔵し、ＭＦＰ１に外部接続されるメモリ増設装置をいう。一方、可搬記録媒体とは
、記録媒体駆動装置（ドライブ装置）に装着でき、かつ、持ち運び可能な記録媒体であっ
て、例えば、フレキシブルディスク、メモリカード、光磁気ディスク等をいう。
【００２５】
　そして、記録媒体に記録されたプログラムは、コンピュータのＲＡＭ１２等にロードさ
れて、ＣＰＵ１０により実行される。この実行により、上述した実施形態の各機能が実現
される。
　さらに、コンピュータで表示プログラムをロードする場合、他のコンピュータで保有さ
れたこれらのプログラムを、通信回線を利用して自己の有するＲＡＭ１２や外部記憶装置
にダウンロードすることもできる。このダウンロードされたプログラムも、ＣＰＵ１０に
より実行されることによって上述した実施形態の各機能を実現することができる。
【００２６】
　このように、本発明は、プログラムによっても実施することができる。
　このため、本実施形態に係る画像処理プログラムを他のデバイスにインストールするこ
とによって、本実施形態に係るＭＦＰ１と同じ作用効果を奏する画像形成装置を構成する
ことが可能となる。
【００２７】
　以上、本発明について、実施形態を示して説明したが、本発明は、上述した実施形態に
のみ限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは言うまでもない。
　例えば、ユーザーボックスは、ＨＤＤ２０以外でも、ＣＦ（CompactFlash（登録商標）
）やＳＤカードなどのフラッシュメモリに保存することも可能である。
　また、サムネイル画像の生成順序は、ファイルの属性情報に応じて自由に設定すること
ができる。例えば、ファイルの使用頻度に応じた順番でサムネイル画像を生成することも
できる。
　また、プレビュー表示は、ＭＦＰ１の操作表示部３０に表示するだけでなく、外部の表
示装置においても表示させることができる。
　例えば、生成したサムネイル画像を、ネットワーク９０を介してホストコンピュータ２
に送信することによって、ホストコンピュータ２のモニタ画面に表示させることもできる
。
【００２８】
　また、ユーザーボックスは、個人ユーザーだけでなくグループに関連づけたものであっ
てもよい。
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　例えば、部門単位でＩＤを付与して部門ごとにＭＦＰ１の使用管理を行うような場合に
は、部門ＩＤに関連づけた部門ユーザーボックスを、部門に属する複数のユーザーに共用
させることができる。
　この場合、部門に属するユーザーがログインしたタイミングで部門ユーザーボックスに
保存されているファイルのサムネイル画像を生成し、ログオフのタイミングでサムネイル
画像を破棄する。
　このように、本発明の実施形態を広範に適用することができ、拡張性を高めることがで
きる。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明は、液晶パネル等の表示デバイスを備えるＭＦＰなどの画像形成装置に適用する
ことができる。
【符号の説明】
【００３０】
１　ＭＦＰ
１００　制御部
１０１　ログイン手段
１０２　プレビュー画像保存手段
１０３　プレビュー画像表示手段
１０４　プレビュー画像削除手段
２０　ＨＤＤ
３０　操作表示部

【図１】

【図２】

【図３】
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